
2025年12月1日（月）～
2026年1月30日（金）
　　※当日消印有効

みなさんの『できるコト』を助成金で応援します

できるコトづくり制度

応募期間応募期間
2026年度
2025年12月1日（月）～
2026年1月30日（金）
　　※当日消印有効

2025年12月1日（月）～
2026年1月30日（金）
　　※当日消印有効
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＊助成する団体・グループは『はじめて助成』『活動助成』
　ともに審査のうえ決定します。

　＊応募時の予定の活動ができなかった時には、助成金の返還をお願いする場合があります。

●活動助成にはプレゼンテーションがあります

対象団体・グループ　   新たに団体・グループの立ち上げも可　      活動実績が1年以上
助  成  金  の  上  限　   100,000円 　　　　　　　　　　    300,000円
活  動  助  成  期  間　   2026年4月1日～2027年3月20日
継  続  可  能  年  数　  ２年まで 　　　　　　　　　　   ３年まで
応　 募　 書　 類　  様式Ａ１号、Ａ２号、Ａ３号 　様式Ｂ１号、Ｂ２号、Ｂ３号

対 象 と な る 経 費

自　 己　 資　 金

応 　募 　方　 法

審 　査 　方 　法

審 　査 　基 　準

最   終   報   告   書

結 　果 　通 　知

謝金、旅費・交通費、使用料、印刷費、消
耗品費、通信費、保険料、委託費、備品
費
＊備品費は助成額の30％以内
＊人件費、事務費（間接経費）、会議等
の食費は対象外

謝金、旅費・交通費、使用料、印刷費、消
耗品費、通信費、保険料、委託費、備品
費、人件費、事務費（間接経費）
＊備品費・人件費・事務費の合計額は
助成額の30％以内
＊会議等の食費は対象外

助成率を定めていないので、自己資金がなくても可
下記必要書類を受付期間内に郵送で提出　締切2026年1月30日（消印有効）
①応募様式Ａ１号・Ａ２号・Ａ３号、または応募様式Ｂ１号・Ｂ２号・Ｂ３号
　それぞれ原本１部とコピー１部の計２部
②定款・規約・会則　いずれか１部
③直近の事業報告書・決算書  それぞれ１部（これを機に立ち上げる団体は不要）
④チェックシート　必要書類を確認して１部
＊郵送先は裏表紙の「運営事務局　しがＮＰＯセンター」へ

書類審査 プレゼンテーション　
１．的  　確  　性　　活動が制度の趣旨「５つのたいせつ」に合致していること
２．必　  要　  性　　地域の課題と活動内容が一致していること
３．継　  続　  性　　今後も滋賀県内で活動の継続が見込めること
４．現　  実　  性　　スケジュールが具体的で実現可能な計画であること
５．収支の妥当性　　収支計画が具体的かつ妥当であること
3月中旬から下旬

活　　動　　助　　成は　じ　め　て　助　成

報告の様式に沿って
領収書のコピーとともに提出

　審査にあたり審査員の前で行うプレゼンテーションに参加してください。
　ただし応募多数の場合は、プレゼンテーションに進むための事前審査（書類審査）を行います。
　詳しいことは、応募書類受付後に連絡します。
　　　日時：２０２６年 ２月２８日（土）
　　　　会場・時間など詳細は事前審査通過団体に後日連絡します
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